
 

令 和 ４ 年 ４ 月 ８ 日

（令和８年３月一部修正） 

京 都 市 上 下 水 道 局 

総 務 部 契 約 会 計 課 
 

ＳＤＧｓをはじめとする「持続可能な社会」の実現へ！ 

～ 取り組む意欲のある事業者の皆様とともに！！ ～ 
 

１ ＳＤＧｓ（エスディージーズ＝持続可能な開発目標）とは、気候変動、自

然災害、生物多様性、格差の是正などの国内外の課題の解決に向けて掲げら

れた国連の国際目標（１７の目標と１６９のターゲット）です。 
 

２ ２０３０年までの目標達成に向けて、世界の全ての国・地域の政府だけで

なく、地方自治体や民間企業等も達成に向けて取り組むとされています。 
 

３ 京都市ではこれまで、市民、経済界と一体となった取組を展開し、日本経

済新聞の「全国市区・サステナブル度・ＳＤＧｓ先進度調査」では首位に選

ばれました。 
 

４ こうした取組をさらに継承・発展させるため、ＳＤＧｓをはじめとする「持

続可能な社会」の実現に取り組む意欲のある事業者の皆様を応援する入札・

契約制度上の仕組みを運用しています（試行）。 
 

５ 「誰ひとり取り残さない」というＳＤＧｓの理念のもと、京都が次の１０

００年後も輝かしく持続・発展し続けられるよう、京都の今と未来のために、

御理解と御協力をお願いいたします。 
 

制度の概要 

１ 目的 

  ＳＤＧｓをはじめ、持続可能な社会を構築する取組に向けた企業行動の重

要性を啓発 

２ 対象 

  予定価格４億円以上の工事請負の受注者 

  予定価格８千万円以上の物品等調達の受注者 

３ 内容 

  契約条件の一つとして、契約後２か月以内に「持続可能な社会を構築する

取組の重要性を理解し取り組みに努める」旨の文書（別紙）の提出を求めま

す。 

  なお、提出は契約条件ですが、啓発が目的であるため、記載した事項を結

果として守れなかったことだけをもって参加停止措置などのペナルティを課

すことはありません（守れなかったことが法令違反として行政処分を受けた

といった場合は、参加停止措置の対象となることがあります。）。 



 

 

提出を免除する特例 

更なるＳＤＧｓの普及促進を図るため、令和４年４月１日から「きょうとＳ

ＤＧｓネットワーク」が創設されたことに伴い、下記のとおり、提出を免除す

る特例を開始します。 

（参考）きょうとＳＤＧｓネットワーク 

https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html 

 

１ 対象者 

  「きょうとＳＤＧｓネットワーク」を構成する制度の認証等を受けた者 
 
２ 手続き 

  認証等を受けたことを証する書面（下表参照）に係る写しを京都市上下水

道局契約会計課に提出いただくことにより、上記の文書の提出を免除します。 

制度名 
認証等を受けたことを証する

書面又は電子データ 

京都ＳＤＧｓパートナー 登録書 

京銀ＳＤＧｓ宣言サポート 宣言書 

京都中信ＳＤＧｓ宣言サポート 宣言書 

ソーシャル企業認証制度 Ｓ認証 認定書 

京都市 輝く地域企業表彰 表彰状 

これからの１０００年を紡ぐ企業認定 認定書 

 

「持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し取り組みに努める」旨の文書 

又は認証等を受けたことを証する書面に係る電子データ（証書をスキャン又は撮影し

た画像データを含む。）は、以下のＵＲＬの提出フォームから提出可能です。 

 
https://apply.e-tumo.jp/city-kyoto-kyoto-u/offer/offerList_detail?tempSeq=295 
↑令和７年１０月１日からＵＲＬを変更しています。 

※ＱＲコードは以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html
https://apply.e-tumo.jp/city-kyoto-kyoto-u/offer/offerList_detail?tempSeq=295


 

 

（出典：関西 SDGs プラットフォーム HP） 






